
 

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
賀
県
知
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◎
佐
賀
県
条
例
第
十
二
号 

 
 
 

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
（
平
成
十
四
年
佐
賀
県
条
例
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う 

に
改
正
す
る
。 

 

第
十
一
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
三
条
か
ら
第
十
条
ま
で
を
二
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。 

 

第
二
条
の
見
出
し
を
「（
保
存
期
間
に
係
る
本
人
確
認
情
報
の
利
用
）」
に
改
め
、
同
条
中 

「
別
表
」
を
「
別
表
第
二
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加 

え
る
。 

 

（
保
存
期
間
に
係
る
本
人
確
認
情
報
を
提
供
す
る
知
事
以
外
の
執
行
機
関
等
） 

第
四
条 

法
第
三
十
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
で
定
め
る
知
事
以
外
の
執
行
機
関 

 

及
び
同
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
で
定
め
る
事
務
は
、
別
表
第
三
の
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

知
事
が
行
う
法
第
三
十
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
期
間
に
係
る
本
人
確
認
情 

 

報
の
知
事
以
外
の
執
行
機
関
へ
の
提
供
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
の
使 

 

用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
知
事
以
外
の
執
行
機
関
の
使
用
に 

 

係
る
電
子
計
算
機
に
保
存
期
間
に
係
る
本
人
確
認
情
報
を
送
信
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う 

 

も
の
と
す
る
。 

 

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
保
存
期
間
に
係
る
本
人
確
認
情
報
を
提
供
す
る
県
内
の
市
町
の
執
行
機
関
等
） 

第
二
条 

法
第
三
十
条
の
七
第
四
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
条
例
で
定
め
る
区
域
内
の
市
町 

 

の
執
行
機
関
（
以
下
「
県
内
の
市
町
の
執
行
機
関
」
と
い
う
。
）
及
び
同
号
の
規
定
に
よ 

 

り
条
例
で
定
め
る
事
務
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

知
事
が
行
う
法
第
三
十
条
の
七
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
期
間
に
係
る
本
人
確
認
情 

 

報
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
存
期
間
に
係
る
本
人
確
認
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。） 

 

の
県
内
の
市
町
の
執
行
機
関
へ
の
提
供
（
同
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る 

 

提
供
に
限
る
。
）
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算 

 

機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
県
内
の
市
町 

 

の
執
行
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
保
存
期
間
に
係
る
本
人
確
認
情
報
を
送
信
す 

 

る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

別
表
中
「
第
二
条
関
係
」
を
「
第
三
条
関
係
」
に
改
め
、
同
表
第
七
号
中
「
第
六
十
八
条 

第
二
項
」
を
「
第
六
十
八
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
表
中
第
十
一
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第 
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二
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前
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二
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十
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